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（３）家庭の状況に応じた子育て支援の充実 

 

施策１ ひとり親家庭への支援を充実します 

 

【基本認識】 

家族形態の違いにかかわらず、すべての子育て家庭が安心と楽しさを実感しながら子

育てできるよう、支援していく必要があります。ひとり親家庭においては、子育てと生

計の担い手という二重の役割を担っているため、精神的、経済的負担が大きくなってい

ます。就業支援、子育てや生活支援など、個々のニーズに応じた総合的な支援を推進し

ていく必要があります。 

 

【取組の方向性】 

ひとり親家庭の子育てを支援するため、それぞれの家庭が抱えるさまざまな課題にき

め細かく対応し、就業支援、子育てや生活支援、養育費の確保支援などを総合的に推進

します。また、関係機関や地域のネットワークにより、身近な地域での相談や支援体制

を充実します。 

 

【重点施策７】ひとり親家庭への支援の充実 

 

重点施策として実施する事業 

 

（129）ひとり親家庭等就業・自立支援センター事業 

対象年齢 
乳幼児期 学童期 思春期 青年期 ポスト青年期 

〇 〇 〇   

愛光会館において、ひとり親家庭等の就業に関する相談に応じ必要なカウンセリングを

行うとともに、就業支援講習会の実施、就業情報の提供等、一貫した就業支援サービスを行

うとともに、生活相談、法律相談などの生活支援サービスを提供します。 

愛光会館 大阪市北区中津１－４－10 

【こども青少年局】 

施策指標 
現状値 

（平成 30 年度） 

・ひとり親家庭等就業・自立支援センターで求職登録した方の就職率 50.0% 
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（130）養育費確保のトータルサポート事業 

対象年齢 
乳幼児期 学童期 思春期 青年期 ポスト青年期 

〇 〇 〇   

養育費に関する広報・啓発、弁護士による無料専門相談、家庭裁判所等への同行支援、公

正証書などの作成費用の補助、民間保証会社と保証契約にかかる本人負担費用の補助など、

養育費の取決めから保証、履行確保までの課題を解決するため総合的な支援を行い、ひとり

親家庭等の養育費の取決め内容の債務名義化を促進し、継続した履行確保を図ります。 

【こども青少年局】 

施策指標 
現状値 

（平成 30 年度） 

・児童扶養手当受給者で養育費を受給している人の割合 9.94% 

 

（131）ひとり親家庭サポーター事業 

対象年齢 
乳幼児期 学童期 思春期 青年期 ポスト青年期 

〇 〇 〇   

各区保健福祉センターに、就業支援の専門的知識を持つひとり親家庭サポーターを配置

し、就職や自立支援に関する制度の情報を提供するとともに、きめ細やかな相談支援を行い

ます。また、離婚を考えている方に対して、離婚に関する悩み等に寄り添いながら離婚前相

談も行い、無料弁護士相談等の情報提供や家庭裁判所等への同行支援も行います。区役所の

相談日に来所できない方に対しては、訪問相談等で対応します。 

【こども青少年局】 

施策指標 
現状値 

（平成 30 年度） 

・ひとり親家庭サポーターの相談件数 3,800 件 

 

実施事業（全市共通） 

 

（132）ひとり親家庭自立支援給付金事業 

対象年齢 
乳幼児期 学童期 思春期 青年期 ポスト青年期 

〇 〇 〇   

ひとり親家庭の親を対象に、就職に有利な資格取得や学びなおしの支援のため、一定期間

就労と修業の両立ができる環境を整備し、自立した生活を営むことができるよう、自立支援

教育訓練給付金事業、高等職業訓練促進給付金等事業、高等学校卒業程度認定試験合格支援

事業等を実施します。 

【こども青少年局】 
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（133）ひとり親家庭専門学校等受験対策事業 

対象年齢 
乳幼児期 学童期 思春期 青年期 ポスト青年期 

〇 〇 〇   

ひとり親家庭の親で、資格をとるための専門学校等に入校するために一定の準備が必要

な方を対象に、予備校の費用を補助、又は受験対策の講座を開設します。 

【こども青少年局】 

 

（134）ひとり親家庭等日常生活支援事業 

対象年齢 
乳幼児期 学童期 思春期 青年期 ポスト青年期 

〇 〇 〇   

ひとり親家庭等が、技能習得のための通学、就職活動、残業等自立促進に必要な事由、又

は疾病、冠婚葬祭等社会通念上必要と認められる事由により、一時的に生活援助や保育サー

ビスを必要とする場合に、家庭生活支援員を派遣したり、支援員の居宅で保育したりするな

ど、その生活を支援します。 

【こども青少年局】 

 

（135）母子生活支援施設 

対象年齢 
乳幼児期 学童期 思春期 青年期 ポスト青年期 

〇 〇    

配偶者のない女子又はこれに準ずる事情にある女子やその監護すべき児童等を入所させ

て保護し、母子生活支援施設の少年指導員・母子支援員や各区とも連携しながら、子育ての

相談や自立促進のためにその生活を支援します。 

【こども青少年局】 

 

（136）児童扶養手当 

対象年齢 
乳幼児期 学童期 思春期 青年期 ポスト青年期 

〇 〇 〇   

父母が婚姻を解消した児童等を監護している母、児童を監護し、生計を同じくする父又は

父母以外で児童を養育（児童と同居し、監護し、生計を維持していること）している養育者

に対して、児童扶養手当を支給します。 

【こども青少年局】 
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（137）ひとり親家庭医療費助成制度 

対象年齢 
乳幼児期 学童期 思春期 青年期 ポスト青年期 

〇 〇 〇   

ひとり親家庭の方が健康保険証を使って医療機関等を受診した際に、保険診療の自己負

担額から一部自己負担額を除く医療費等を助成することにより、ひとり親家庭の方の健康

の保持及び生活の安定に寄与し、その福祉の向上を図ります。 

【こども青少年局】 

 

（138）相談・情報提供機能の充実 

対象年齢 
乳幼児期 学童期 思春期 青年期 ポスト青年期 

〇 〇 〇   

各区保健福祉センター、母子・父子福祉センター「愛光会館」、ひとり親家庭等福祉相談

所員など、ひとり親家庭等に対する相談・情報提供を実施する関係機関が連携して、継続的・

効果的なサービスを提供できるよう、機能の充実に努めます。 

【こども青少年局】 

 

（139）地域団体や企業、ＮＰＯ法人など民間団体との連携 

対象年齢 
乳幼児期 学童期 思春期 青年期 ポスト青年期 

〇 〇 〇   

多様化しているひとり親家庭の状況に対応するため、民間のノウハウを活用することで、

従来の行政による支援に加え、より幅広い層への周知等が可能となり、ひとり親家庭等の自

立支援の取組を推進し、また、社会全体でひとり親を支えていく機運が高まるよう、「ひと

り親家庭等の自立支援に関する連携協定」を進めていきます。 

【こども青少年局】 
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施策２ 障がいのあるこどもと家庭への支援を充実します 

 

【基本認識】 

障がいのあるこどもの養育支援については、身近な地域での相談や支援を推進すると

ともに、保健、医療、福祉、教育、労働等の関係機関が一層連携し、生まれてから社会

的、職業的に自立するまで、生涯にわたって一貫した切れ目のない支援を行うことが重

要です。発達障がいも含め障がいの状態や程度は多種多様であり、養育者をはじめ関係

者が障がいに対する理解を深め、障がいを早期に発見し、個々に応じた支援を適切に行

う体制を確立していく必要があります。また、養育者の身体的、精神的負担を軽減する

支援も重要です。何より、地域のすべてのこどもが互いに理解しあい、共に育つ地域づ

くりを推進していくことが重要です。 

 

【取組の方向性】 

身近な地域での相談や支援を推進するとともに、健康診査などのあらゆる機会をとら

えて障がいの早期発見に努め、保健、医療、福祉、教育等の関係機関が一層連携し、生涯

を見通し発達段階に応じて切れ目のない支援を推進します。また、発達障がいを含めた

さまざまな障がいについて、こどものはぐくみに関わる人材の専門性を高め、一人ひと

りの状態に応じて一貫した支援体制を構築します。そして、障がいの有無にかかわらず

すべてのこどもが共に育つ地域づくりを推進します。 
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【重点施策８】障がいのあるこどもと家庭への支援 

 

重点施策として実施する事業 

 

（140）発達障がい者への支援 

対象年齢 
乳幼児期 学童期 思春期 青年期 ポスト青年期 

対象年齢の区分なし 

発達障がい者支援センターにおいて、発達障がいのある人及びその家族に対する相談支

援、ペアレント・トレーニング等の親支援、地域の関係機関・事業所等への啓発・研修・支

援等を実施します。 

また、発達障がいのあるこどもの支援については、専門療育機関を設置し、身辺自立や手

段への適応に向けた日常生活の力を伸ばすための個別的・専門的療育を親子通園により実

施します。 

【福祉局】 

施策指標 
現状値 

（平成 30 年度） 

・専門療育機関の実施箇所数 ６か所 

・専門療育機関の定員 280 名 

 

（141）重症心身障がい児（者）への支援 

対象年齢 
乳幼児期 学童期 思春期 青年期 ポスト青年期 

対象年齢の区分なし 

医療的ケアを必要とする重症心身障がい児(者)が、地域で安心して生活できるよう、引き

続き、各医療機関が柔軟にショートステイを実施できるよう要件を緩和し、医療型ショート

ステイの拡充を図ります。 

【福祉局】 

施策指標 
現状値 

（平成 30 年度） 

・医療型ショートステイの利用実績 2,327 日 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

117 

 

（142）障がい児保育事業 

対象年齢 
乳幼児期 学童期 思春期 青年期 ポスト青年期 

〇     

民間保育施設に対し、特別支援保育担当保育士等の人件費補助及び環境を整えるための

物品購入経費補助を行うことで、特別支援保育の質の向上を図るとともに、障がい児の保育

施設への受入を促進します。 

 また、特別支援保育巡回指導講師派遣事業として、公立保育所及び民間保育施設におけ

る障がい児の実態を把握し、必要な助言・指導を行う職員を雇用することで障がい児受入れ

後のサポートを行い、特別支援保育の質の向上を図ります。 

【こども青少年局】 

施策指標 
現状値 

（平成 30 年度） 

・全民間保育施設のうち、障がい児受入施設の割合 69.2% 

 

（143）私立幼稚園における特別支援教育の充実 

対象年齢 
乳幼児期 学童期 思春期 青年期 ポスト青年期 

〇     

要支援児受入れのセーフティネット的な役割を担う私立幼稚園等を大阪市要支援児受入

促進指定園として指定し、要支援児の就園機会の保障を図ります。 

【こども青少年局】 

施策指標 
現状値 

（平成 30 年度） 

・大阪市要支援児受入促進指定園数 64 園 

 

実施事業（全市共通） 

 

（144）特別支援教育相談事業 

対象年齢 
乳幼児期 学童期 思春期 青年期 ポスト青年期 

〇 〇    

障がいのある児童・特別な支援が必要となる可能性のある児童の就学、進路、生活面、学

習面の指導について、こども相談センターの相談員が専門的な立場から助言します。 

【こども青少年局】 
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（145）障がい児等療育支援事業 

対象年齢 
乳幼児期 学童期 思春期 青年期 ポスト青年期 

〇 〇    

在宅の重症心身障がい児（者）、知的障がい児（者）、身体障がい児、その他療育が必要と

認められる障がい児の地域での生活を支えるため、訪問・外来による専門的な療育相談・指

導や施設職員への指導等を行います。 

【福祉局】 

 

（146）児童発達支援事業 

対象年齢 
乳幼児期 学童期 思春期 青年期 ポスト青年期 

〇     

児童発達支援事業所（児童発達支援センター含む）及び関係機関では、専門的な立場から、

教育・保育施設等と連携し、将来の自立と社会参加を展望しつつ一人ひとりの生きる力の獲

得を支援します。 

【福祉局】 

 

（147）放課後等デイサービス 

対象年齢 
乳幼児期 学童期 思春期 青年期 ポスト青年期 

 〇 〇   

学校通学中の障がいのある児童生徒に対して、放課後や夏休み等の⻑期休暇中において、

生活能力向上のための訓練等を継続的に提供することにより、学校教育と相まって障がい

のある児童生徒の自立を促進します。また、障がいのある児童生徒が安心して支援を受ける

ことができるよう、学校と放課後等デイサービス事業所等の連携の強化を図ります。 

【福祉局】 

 

（148）保育所等訪問支援事業 

対象年齢 
乳幼児期 学童期 思春期 青年期 ポスト青年期 

〇 〇 〇   

保育所等を現在利用中又は今後利用する予定の障がいのあるこどもに対して、保育所等

における集団生活の適応のための専門的な支援を行います。 

【福祉局】 
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（149）４・５歳児発達相談 

対象年齢 
乳幼児期 学童期 思春期 青年期 ポスト青年期 

〇     

知的障がいを伴わない発達障がいは、４歳頃から保育所や幼稚園等での集団生活の中で

社会性や行動面の問題が表面化するといわれており、３歳児健康診査以降小学校就学まで

の幼児と養育者に対して、医師・心理相談員・保健師が発達障がいの個別相談を行い、専門

医療機関の紹介や養育者への支援を行います。 

【こども青少年局】 

 

（150）重症心身障がい児訪問指導 

対象年齢 
乳幼児期 学童期 思春期 青年期 ポスト青年期 

〇 〇    

こども相談センターの職員が在宅の重症心身障がい児の家庭を訪問し、家庭での療育や

介護等について助言や指導を行うとともに、施設や福祉サービス等に関する情報提供や心

理的援助を行います。 

【こども青少年局】 

 

（151）発達支援プログラム冊子の普及・活用 

対象年齢 
乳幼児期 学童期 思春期 青年期 ポスト青年期 

〇     

発達障がいのある児童の特性の理解と効果的な支援方法についてまとめた冊子「でき

た！わかった！たのしいよ！」、「できた！わかった！たのしいよ！パートⅡ」を就学前施設

に配布するなど、支援の充実を図ります。また、大阪市ホームページに掲載し、広く情報を

発信していきます。 

【こども青少年局】 

 

（152）就学前施設の教職員への研修 

対象年齢 
乳幼児期 学童期 思春期 青年期 ポスト青年期 

〇     

就学前施設の教職員が、様々な障がいのある児童の特性や支援について理解し、保育場面

における支援が早期に実施されるよう研修を実施します。 

【こども青少年局】 
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（153）就学前施設の教職員に対する発達障がい児等に関する相談支援 

対象年齢 
乳幼児期 学童期 思春期 青年期 ポスト青年期 

〇     

就学前施設の教職員からの発達障がい児等に関する相談に対し、専門的な知識や経験を

もつ相談員が指導・助言等を行うことにより、教職員がこどもの特性に応じた適切な教育・

保育、保護者に対する子育て支援を行うことができるよう援助します。 

【こども青少年局】 

 

再掲（21）特別支援教育の充実 ⇒ 69 ページに掲載 

 

再掲（57）児童いきいき放課後事業 ⇒ 81 ページに掲載 

 

再掲（58）留守家庭児童対策事業 ⇒ 81ページに掲載 

 

 

施策３ 長期にわたり療養を必要とするこどもと家庭への支援を充実します 

 

【基本認識】 

小児慢性特定疾病など、慢性疾患にかかっていることにより、⻑期にわたり療養を必

要とするこどもについては、日常生活において医療分野の専門的な支援が不可欠である

とともに福祉的な支援が必要です。そのため、医療、保健、福祉、教育等の関係機関が連

携し、その疾病や療養状況に応じた適切な相談を行い、日常生活における問題や不安を

軽減し、ひいてはこどもの健全育成の推進を図ることが重要です。 

 

【取組の方向性】 

小児慢性特定疾病など慢性疾患にかかっていることにより⻑期にわたり療養を必要と

するこどもについて、その疾病及び療養状況を把握するとともに、状況に応じた適切な

相談や助言を行い、日常生活における問題や不安の軽減、健康の保持増進及び福祉の向

上を図ります。 
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相談や支援体制等の充実 

 

実施事業（全市共通） 

 

（154）小児慢性特定疾病児等にかかる相談事業 

対象年齢 
乳幼児期 学童期 思春期 青年期 ポスト青年期 

〇 〇 〇   

⻑期療養を必要とするこどもとその家族を対象に、専門医、保健師、栄養士、小児慢性特

定疾病児の養育経験者（ピアカウンセラー）等による医療・保健・福祉・教育に関する療養

相談会や、患児の療養上生じる問題や障がいの軽減を図るための交流会等を行います。各区

においては保健師が面接や訪問による相談等を行います。 

【健康局】 

 

 

施策４ 外国籍住民のこどもと家庭への支援を充実します 

 

【基本認識】 

国際化が本格的に進展する中、国籍、民族の異なる人々との出会いや交流が地域、職

場、学校などあらゆるところで見られるようになっています。しかし、外国籍住民に関

する福祉や医療、住宅、雇用や教育などさまざまな分野での課題が顕在化しており、言

葉や文化、生活習慣の違いなどから外国籍住民が社会的に孤立したり、トラブルが生じ

たりすることもあるため、外国籍住民が言葉の問題などで不利益を被ることなく、市民

サービスが適切に提供され、外国籍住民にとって暮らしやすい環境を整備していくこと

が求められています。 

 

【取組の方向性】 

 日本語を十分に理解できないことなどから行政サービスの提供に不平等が生じないよ

うに配慮するとともに、国籍の違いによる不合理な差別や不利益を受けることのないよ

う、外国籍住民の人権を尊重する社会づくりを進めます。また、外国籍住民の誰もが地

域社会の一員として、地域の中で人と人とのかかわりをもちながら、自己の持てる能力

を高め、かつ、十分に発揮しながら、地域社会の発展のため、さまざまな活動や交流に参

加することを進めます。 

 

外国籍住民： 

大阪市内に居住されている方で、現在の国籍が外国籍である人だけではなく外国にルー

ツを持つ人を総称して「外国籍住民」と表現しています。 
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相談や支援体制等の充実 

 

実施事業（全市共通） 

 

（155）外国人のための相談 

対象年齢 
乳幼児期 学童期 思春期 青年期 ポスト青年期 

対象年齢の区分なし 

大阪国際交流センターインフォメーションセンター内において、「外国人のための相談窓

口」を設置し、各種相談のほか、弁護士による面談での法律相談や行政書士による面談での

ビザ相談も実施しています。なお、相談に際しては、通訳（英語、中国語、韓国・朝鮮語、

ベトナム語、フィリピン語）を配置します。 

【経済戦略局・市民局】 

 

（156）子育て支援施設や児童福祉施設における支援 

対象年齢 
乳幼児期 学童期 思春期 青年期 ポスト青年期 

〇 〇    

子育て支援施設や児童福祉施設において、外国籍住民のこどもや保護者が増加しており、

通訳の派遣や翻訳機の購入支援等により、保護者等とのコミュニケーションを円滑に行う

ことを支援します。 

【こども青少年局】 

 

再掲（18）多文化共生教育の推進 ⇒ 67ページに掲載 

 

再掲（81）社会的包摂と現代的・社会的課題についての学習 ⇒ 89 ページに掲載 
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（４）多様なライフスタイルで子育てできる保育サービス等の充実 

 

施策１ 仕事と出産・子育てを共に選択できる保育サービス等を充実します 

 

【基本認識】 

近年、働く女性が増え、共働き世帯も増加しています。大阪市では、これまでも、多種

多様な保育サービスを充実し、仕事と子育ての両立を支援してきました。今後、少子化

による生産年齢人口の減少が見込まれる中で、女性が意欲と能力を発揮して活躍できる

社会を実現することは、都市の活力を高めるうえでも重要な課題です。就業を希望する

人が働き続けながら、こどもを生み、育てることができる社会、仕事と生活の調和を実

現し、男女が共に子育てしやすい社会づくりを社会全体で推進していく必要があります。 

 

【取組の方向性】 

働き続けることを希望する人が、仕事と出産・子育てを共に選択できる社会の実現に

向けて、仕事と子育ての両立を支援するため、多様なニーズに対応する保育サービスや

学齢期の放課後活動を充実します。また、仕事や子育てをはじめとする生活が共に自分

らしく豊かに過ごすことができるよう、仕事と生活の調和の実現に向け、市民、団体、企

業等と協働し、社会全体で取り組みます。 

 

【重点施策９】待機児童を含む利用保留児童の解消 

子育て家庭のさまざまなニーズに対応するため、子育て家庭の生活状況や希望をふま

え、利用しやすい保育サービスの提供に努めるとともに、認定こども園の推進など地域の

状況に応じた方策により保育サービスの充実を図ります。 
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重点施策として実施する事業 

 

（157）保育所等の整備 

対象年齢 
乳幼児期 学童期 思春期 青年期 ポスト青年期 

〇     

待機児童の早期解消を図るとともに、保育を必要とするこどもが保育所等に入所できる

よう、必要と見込まれる保育ニーズに対して計画的に入所枠の確保を行うものとし、保育所、

認定こども園及び小規模保育事業所等の整備や認可外保育施設から認可施設への移行の支

援を行います。 

また、大規模マンションの建設にあたっては、建設計画が固まる前の段階で、大阪市との

保育施設等の整備に関する協議を義務付けることにより、効率的かつ効果的な保育施設等

の整備を進めます。 

【こども青少年局】 

施策指標 

・子ども・子育て支援法に基づく市町村計画として設定する数値目標 ⇒ 48 ページに掲載 

 

●認定こども園の普及について 

認定こども園は、保育・教育を一体的に提供する施設であることに加え、養育者の就労

状況によらず、同一の施設への在籍が可能です。また、子育て支援機能を有し、在宅での

子育て家庭への支援の充実につながります。 

 このように、認定こども園は様々な教育・保育ニーズに対して、他の施設類型に比べて

柔軟に対応することができ、大阪市の教育・保育施設を⻑期的・安定的に進めていくうえ

で効果的です。 

また、保育ニーズの高いエリアでは、幼稚園から認定こども園へ移行することで、保育

ニーズに対応することが可能であり、待機児童対策の側面からも効果的です。 

こうしたことをふまえ、大阪市では認定こども園の普及を推進していきます。 

 

●産前・産後休業、育児休業明けの保育利用について 

産前・産後休業、育児休業明けの保護者の希望に応じて、円滑に教育・保育施等を利用

できるよう、産前・産後休業、育児休業期間中の保護者に対する情報提供や相談支援等を

行うとともに、保育ニーズを把握し、計画的に特定教育・保育施設又は特定地域型保育事

業の整備を行うことが求められています。 

 特に、現在０歳児のこどもの保護者が、保育所等への入所時期を考慮して育児休業の

取得をためらうことや、取得中の育児休業を途中で切り上げたりすることがないよう、

育児休業満了時から利用できるような環境を整備していきます。 
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（158）保育人材の確保対策 

対象年齢 
乳幼児期 学童期 思春期 青年期 ポスト青年期 

〇     

全国的に保育士不足が大変深刻な中、民間保育所等の保育士確保（採用・雇用継続・離職

防止）を支援するため、大阪市内の保育施設等で勤務する保育士等のこどもの市内保育施設

等への優先入所を実施するとともに、各種保育人材確保対策事業の実施により、待機児童の

解消に必要となる保育士等の確保を図ります。 

① 保育士・保育所等支援センター事業  

② 潜在保育士の再就職支援事業 

③ 保育士宿舎借上げ支援事業  

④ 新規採用保育士特別給付に係る補助事業 

⑤ 保育所等における ICT 化推進補助事業 

⑥ 保育料一部貸付事業 

⑦ 未就学児のいる保育士の子どもの預かり支援事業 

⑧ 保育補助者雇上げ支援事業 

⑨ 保育補助者雇上げ強化事業 

⑩ 保育体制強化事業 

⑪ 保育士ウェルカム事業 

⑫ 保育士働き方改革推進事業 

【こども青少年局】 

施策指標 
現状値 

（平成 30 年度） 

・保育人材確保事業等により、当該年度中に採用が必要となる保育士の

確保 
1,613 人 

 

（159）子育て支援員研修 

対象年齢 
乳幼児期 学童期 思春期 青年期 ポスト青年期 

〇     

教育・保育施設等での従事を希望する保育士資格や教諭免許を有しない者に対し、従事す

るうえで必要な知識や技能を取得するため国の定めた研修を実施することにより、教育・保

育施設等における新たな支援の担い手となる子育て支援員の養成を図ります。 

【こども青少年局】 

施策指標 
現状値 

（平成 30 年度） 

・研修実施により、「子育て支援員」の修了者となる割合（募集計画人数

に対する修了者数の割合） 
110% 
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（160）多様な主体の参入促進事業 

対象年齢 
乳幼児期 学童期 思春期 青年期 ポスト青年期 

〇     

待機児童対策としての保育の受け皿拡大や、住民ニーズに沿った多様な保育サービスの

提供を進めるために、民間事業者の参入を促進し、新規参入事業者が保育の質を確保したう

えで、安定的かつ継続的な事業運営を行うことができるように支援します。 

【こども青少年局】 

施策指標 
現状値 

（平成 30 年度） 

・対象施設への訪問実施率 100% 

 

保育サービスの充実 

多様化する就労形態に伴う個々の家庭のニーズに柔軟に対応できるよう、多様な保育

サービスの充実を図ります。 

 

実施事業（全市共通） 

 

（161）延長保育事業（時間外保育事業） 

対象年齢 
乳幼児期 学童期 思春期 青年期 ポスト青年期 

〇     

⇒ 「第４章 子ども・子育て支援法に基づく市町村計画」に掲載 50 ページ 

【こども青少年局】 

 

（162）一時預かり事業（幼稚園在園児対象） 

対象年齢 
乳幼児期 学童期 思春期 青年期 ポスト青年期 

〇     

⇒ 「第４章 子ども・子育て支援法に基づく市町村計画」に掲載 51 ページ 

【こども青少年局】 

 

（163）休日保育支援事業 

対象年齢 
乳幼児期 学童期 思春期 青年期 ポスト青年期 

〇     

休日保育実施保育所等に対して、休日保育を担当する保育士を確保することにより、多様

な保育ニーズに対応するとともに、安定的な休日保育の実施を図ります。 

【こども青少年局】 
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再掲（57）児童いきいき放課後事業 ⇒ 81 ページに掲載 

 

再掲（58）留守家庭児童対策事業 ⇒ 81ページに掲載 

 

再掲（121）一時預かり事業（幼稚園在園児以外対象） ⇒ 108 ページに掲載 

 

再掲（122）病児・病後児保育事業 ⇒ 108 ページに掲載 

 

再掲（124）ファミリー・サポート・センター事業 ⇒ 108 ページに掲載 

 

再掲（142）障がい児保育事業 ⇒ 117 ページに掲載 

 

仕事と子育てを共に選択できる仕組みの充実 

男女が共に仕事と子育てなどの生活の調和を実現し、一人ひとりの能力を発揮できる

環境づくりをめざし、情報誌やホームページを活用して仕事と子育ての両立を支援する

情報を提供します。また、企業における働き方の見直し等への取組を支援するとともに、

市民への広報や啓発に努めます。 

 

実施事業（全市共通） 

 

（164）「女性活躍リーディングカンパニー」認証事業 

対象年齢 
乳幼児期 学童期 思春期 青年期 ポスト青年期 

〇 〇 〇   

「意欲のある女性が活躍し続けられる組織づくり」、「仕事と生活の両立（ワーク・ライフ・

バランス）支援」、「男性の育児や家事、地域活動への参画支援」について積極的に推進する

企業等を、大阪市が一定の基準に則り認証・表彰します。 

【市民局】 
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（165）大阪市立男女共同参画センターにおける講座の実施 

対象年齢 
乳幼児期 学童期 思春期 青年期 ポスト青年期 

〇 〇 〇   

大阪市立男女共同参画センター子育て活動支援館は、男女共同参画と子育て支援を一体

的に推進する館であり、妊娠中や子育て中の女性を中心に男女共同参画社会の形成に関す

る講習会、研修会等を実施しています。 

（対象事業） 

・男女共同参画センター子育て活動支援館における講座・セミナー等の実施 

【市民局】 

 

 

施策２ 保育サービスの質を向上します 

 

【基本認識】 

保育施設は、こどもが生涯にわたる人間形成にとって極めて重要な時期にその生活時

間の大半を過ごす場所です。そのため、大阪市内の特定教育・保育施設等における入所

児童の健康の保持・増進を図るとともに、保育所等入所児童数の増、事業の多様化、保育

の質の確保といった多様なニーズに対応できるよう、安心・安全な保育の提供に取り組

む必要があります。 

 

【取組の方向性】 

保育の安全性を確保しつつ増大する保育ニーズに対応できるよう取組を進めます。 
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【重点施策 10】安心・安全な保育の提供 

 

重点施策として実施する事業 

 

（166）保育所等の事故防止の取組強化事業 

対象年齢 
乳幼児期 学童期 思春期 青年期 ポスト青年期 

〇     

死亡事故等の重大事故ゼロをめざし、「大阪市事故防止巡回支援指導員」が、保育施設を

認可・認可外を問わず、事前通告なしで、重大事故が発生しやすい「睡眠中、食事中、水遊

び・プール活動中」の時間帯を中心に訪問し、保育状況の確認、必要に応じた指導・助言を

行うとともに、必要に応じ指導監査部門等と十分な連携を図ります。 

【こども青少年局】 

施策指標 
現状値 

（平成 30 年度） 

・対象施設への訪問実施率 100% 

 

（167）保育サービス第三者評価受審促進事業 

対象年齢 
乳幼児期 学童期 思春期 青年期 ポスト青年期 

〇     

保育の質の確保・向上、保育所等の適正運営の確保及び事業の見える化推進等のため、市

内民間保育所等の福祉サービス第三者評価の受審率を向上させる方策として、子ども・子育

て支援新制度における公定価格の「第三者評価受審加算」の拡充に先駆けて、大阪市独自に

受審費用を補助します。 

【こども青少年局】 

施策指標 
現状値 

（平成 30 年度） 

・市内の保育所等（特定教育・保育施設、特定地域型保育事業所）の全園

が福祉サービス第三者評価を受審すること 
17 施設 
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（168）認可外保育施設の指導監督強化 

対象年齢 
乳幼児期 学童期 思春期 青年期 ポスト青年期 

〇     

認可外保育施設からの報告徴収により、施設の状況を把握するとともに、立入調査等を通

じて、児童の処遇等の保育内容・環境について指導します。立入調査実施後、不備がある場

合は、不備内容についての改善報告を求めるなど改善指導し、改善に至らない場合について

は、繰り返し指導するとともに、改善勧告等必要な指導を行い、改善を求めます。 

【こども青少年局】 

施策指標 
現状値 

（平成 30 年度） 

・全ての認可外保育施設に対して立入調査を実施し、認可外保育施設指

導監督基準による指導を行ったうえ、証明書発行を行う施設数の割合 
77.98% 

 

（169）低年齢児保育実施保育所看護師等雇用経費助成事業 

対象年齢 
乳幼児期 学童期 思春期 青年期 ポスト青年期 

〇     

児童の健康管理、感染症の予防、傷病時の対応、保護者に対する保健指導等の取組を充実

させ、児童の健やかな成⻑と安全の確保を図ります。乳児が９人以上入所し、保育士配置基

準を満たしたうえで、別途看護師又は保健師、准看護師を配置している民間保育所及び認定

こども園に対して、看護師等の雇用経費を補助します。 

【こども青少年局】 

施策指標 
現状値 

（平成 30 年度） 

・乳児９人以上入所施設看護師等配置（補助）率 70% 

 

（170）アレルギー対応等栄養士配置事業 

対象年齢 
乳幼児期 学童期 思春期 青年期 ポスト青年期 

〇     

栄養士を加配することにより、アレルギー対応給食のほか、栄養指導、栄養管理の取組を

充実させ、食の分野における児童の安全確保及び食育の推進を図り、児童の健やかな成⻑を

支援します。 

自園調理による給食の提供、アレルギー対応給食実施のホームページ等での明示、調理員

配置基準を満たしたうえで、別途栄養士を配置している民間保育所、認定こども園、私立幼

稚園に対して、栄養士の雇用経費を補助します。 

【こども青少年局】 

施策指標 
現状値 

（平成 30 年度） 

・加配栄養士配置率 54% 



 

131 

 

 

（171）地域型保育事業連携支援事業 

対象年齢 
乳幼児期 学童期 思春期 青年期 ポスト青年期 

〇     

保護者の多様な保育ニーズと低年齢児の保育需要に対応するため実施する地域型保育事

業について、「保育内容の支援」・「代替保育」・「３歳児の受入」を行う連携施設の確保を促

進するため、代替保育や交流事業の実施等に必要な経費の補助を行います。 

【こども青少年局】 

施策指標 
現状値 

（平成 30 年度） 

・連携施設の確保の割合 61.0% 

 

●保育所等と家庭的保育事業者等との相互連携について 

家庭的保育事業者等に対して、当該事業を利用する乳幼児に対する保育が適正かつ確

実に行われ、また、満３歳に達し、保育の提供が終了するこどもに対して、引き続き必要

な保育が提供されるよう、連携施設を適切に確保することを求めています。 

 

（172）お散歩時の安全対策推進事業 

対象年齢 
乳幼児期 学童期 思春期 青年期 ポスト青年期 

〇     

民間保育施設が、保育所外等での活動において、こどもが集団で移動する際の安全確保を

図るため、園外活動時の見守り等をする保育支援者の配置に必要な経費を補助します。 

【こども青少年局】 

施策指標 
現状値 

（平成 30 年度） 

・保育施設を利用する全ての児童の園外活動時の交通事故ゼロ ― 
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実施事業（全市共通） 

 

（173）施設指導監査の強化支援事業 

対象年齢 
乳幼児期 学童期 思春期 青年期 ポスト青年期 

〇     

保育所等の施設監査にあたって、監査法人・公認会計士の同行及び助言、弁護士による助

言を受けることにより、不適正な会計処理の早期発見、法的な問題に対しての適切な判断を

行います。また、会計年度任用職員を導入することで、監査体制の強化を図り、専門的な指

導を行うことにより、「保育の質の確保」を図ります。 

【こども青少年局】 

 

再掲（３）保育士等キャリアップ研修事業 ⇒ 59 ページに掲載 
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（５）こどもや子育て家庭が快適で安全・安心に暮らせるまちづくり 

 

施策１ こどもや子育て家庭にとって快適で安全・安心な生活環境を整備しま

す 

 

【基本認識】 

こどもや子育て家庭が日々生活するうえで、まず、住宅や居住環境が安全で快適であ

ることが大切です。子育て家庭が、都市の利便性や職住近接などの利点を享受しながら

快適に暮らせるよう、バリアフリー化や事故防止への配慮を行うなど安心して子育てで

きる住宅を供給していくとともに、遊び場や子育て支援施設を整備するなど子育てしや

すい居住環境を創出していくことが重要です。 

交通事故については、事故の危険性の高い通学路の歩道整備など安全・安心な歩行空

間を整備します。また、災害時には、とりわけ高齢者をはじめこどもや妊産婦などが被

害に巻き込まれやすいことが懸念されるため、災害時の役割分担やボランティア活動な

ど、こどもや青少年も地域の一員として共に助け合える体制づくりが重要です。 

【取組の方向性】 

安心して子育てできるまちづくりを進めるため、子育てに適した良質な民間住宅の供

給促進や、子育て家庭の住宅確保の支援等を推進します。 

通園、通学時の歩行の安全の確保を図ります。また、こどもや妊産婦をはじめすべて

の人の災害時における被害を最小限にとどめることができるよう、地域の防災力を高め

るとともに、災害時に迅速に対応できる地域の体制づくりを推進します。 

 

安心して子育てできる住宅・居住環境の整備 

 住宅ローンの利子補給や子育てに配慮した住宅への改修費補助等、子育て世帯向けの

住宅施策を実施します。 

また、こどもが伸び伸びと遊ぶことができるよう公園を整備し、身近な地域の遊び場、

やすらぎのある空間を提供します。 
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実施事業（全市共通） 

 

（174）新婚・子育て世帯向け分譲住宅購入融資利子補給制度 

対象年齢 
乳幼児期 学童期 思春期 青年期 ポスト青年期 

〇 〇    

市内で供給される民間分譲住宅を、金融機関等の融資を受けて初めて取得する新婚又は

子育て世帯を対象に、住宅ローンの利子の一部を補助します。 

【都市整備局】 

 

（175）子育て世帯等向け民間賃貸住宅改修促進事業 

対象年齢 
乳幼児期 学童期 思春期 青年期 ポスト青年期 

〇 〇 〇   

子育て世帯等の市内居住と民間賃貸住宅ストックの有効活用を促進するため、子育て世

帯等の入居に資する改修工事等を行う民間賃貸住宅オーナーに対して、改修工事費の一部

を補助します。 

【都市整備局】 

 

（176）子育て安心マンション認定制度 

対象年齢 
乳幼児期 学童期 思春期 青年期 ポスト青年期 

〇 〇 〇   

子育てに配慮した仕様と子育てを支援する環境を備えた良質なマンションを「子育て安

心マンション」として認定し、子育て層等に広く情報発信することにより、子育て世帯の市

内居住を促進します。 

【都市整備局】 

 

（177）市営住宅への優先入居の実施 

対象年齢 
乳幼児期 学童期 思春期 青年期 ポスト青年期 

〇 〇 〇   

高等学校修了前とされる年齢（18 歳まで）のこどもがいる世帯を対象とした市営住宅の

別枠募集の実施や、「一般世帯向け」区分の公営住宅の申込みにおいて、18 歳未満の児童が

３人以上いる世帯に対する当選確率の優遇を行います。 

【都市整備局】 
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（178）民間住宅への入居支援 

対象年齢 
乳幼児期 学童期 思春期 青年期 ポスト青年期 

〇 〇 〇   

子育て世帯をはじめとする住宅確保要配慮者の入居を拒まない民間賃貸住宅（セーフテ

ィネット住宅）の登録等を推進します。 

【都市整備局】 

 

（179）住区基幹公園の整備 

対象年齢 
乳幼児期 学童期 思春期 青年期 ポスト青年期 

対象年齢の区分なし 

市民の日常生活に密着した街区公園などの住区基幹公園の整備を行います。 

【建設局】 

 

再掲（120）赤ちゃんの駅事業 ⇒ 108 ページに掲載 

 

事故のない安全・安心なまちづくりの推進 

こどもの安全・安心を確保するため、通学路の交通安全対策や遊具の安全確保を推進し

ます。 

 

実施事業（全市共通） 

 

（180）通学路等の交通安全対策の推進 

対象年齢 
乳幼児期 学童期 思春期 青年期 ポスト青年期 

〇 〇 〇   

こどもが日常的に移動する経路等の安全を確保するため、通学路等において交通安全対

策を推進します。 

【建設局】 

 

（181）公園の遊具等の点検 

対象年齢 
乳幼児期 学童期 思春期 青年期 ポスト青年期 

対象年齢の区分なし 

こどもや保護者が安心して公園で遊べるよう、遊具の安全確認や巡視点検など遊び場の

安全確保を推進します。 

【建設局】 
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災害時の被害を最小限にとどめる体制づくりの推進 

こどもや妊産婦をはじめすべての人の災害時における被害を最小限にとどめることが

できるよう、地域の防災力を高めるとともに、災害時に迅速に対応できる地域の体制づく

りを推進します。また、こどもや青少年が災害時に自らの身を守る力を高めるとともに、

地域の一員として共に助け合える体制づくりを推進します。 

 

実施事業（全市共通） 

 

（182）防火防災の体験型研修の充実強化 

対象年齢 
乳幼児期 学童期 思春期 青年期 ポスト青年期 

対象年齢の区分なし 

市民、地域、事業者等に対し、災害発生時に防火・防災の担い手として初期消火、早期の

通報等の活動ができるようにするための体験型の研修を実施します。 

【消防局】 

 

（183）自主防災まちづくりの推進 

対象年齢 
乳幼児期 学童期 思春期 青年期 ポスト青年期 

対象年齢の区分なし 

地域における自主防災組織力を強化するため、自主防災組織の地域防災活動の支援を行

い、こどもや青少年の参加を得た、災害時に効果的かつ実践的な防災訓練ができるよう活動

の基盤づくりに取り組みます。 

【危機管理室・各区】 
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